
北のNPO基金 規約 

 

認定特定非営利活動法人北海道ＮＰＯファンド 

平成２９年４月２９日施行 

 

目次 

北の NPO 基金 規約.......................................................................................................... 1 

第１章 総則 ........................................................................................................................... 2 

第２章 寄附の受領 ................................................................................................................ 3 

第３章 基金の配分（助成） .................................................................................................. 4 

第４章 選定された団体等 ..................................................................................................... 6 

第５章 管理及び運営............................................................................................................. 7 

第６章 雑則 ........................................................................................................................... 7 

寄附 

 

  



 

第１章 総則 

 

第１条（目的） 

この基金は、北海道内で活動する特定非営利活動法人等の非営利市民活動の振興および持

続可能な地域社会の仕組みづくりを目的とする。 

 

第２条（名称） 

 この基金は、「北の NPO 基金」（以下「基金」という。) と称する。 

 

第３条（基金の設置） 

基金は、認定特定非営利活動法人北海道 NPO ファンド(以下「当法人」とする)内に置く。 

 

第４条（基金の種類） 

基金の中に「プロジェクト型基金」、「一般助成型基金」及び「冠基金」を置く。 

（１）「プロジェクト型基金」とは、事業毎に資金を広く一般より募集し、その事業を実施

するために必要な資金を調達するサポートをする方法とする。 

（２）「一般助成型基金」とは、市民活動団体の一般的な運営資金調達をサポートする方法

とする。 

（３）「冠基金」とは、遺贈又は個人若しくは団体の社会貢献の意思に基づく寄附が行われ

た場合に当該寄附寄附者の意思による申請に基づき、理事会の決議により個別に設置し、当

該寄附者が指定した要件に合致すると認められる団体に助成する方法とする。又、理事会が

必要と判断した場合にも、これを設置し、要件に合致すると認められる団体に助成すること

ができる。 

 

第５条（基金の造成） 

前条に定める各基金の造成及び改廃は、理事会で議決する。 

２．前条に定める各基金に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。 

 

第６条（基金の原資） 

基金は、第１条の目的に賛同する個人又は団体からの寄附金、その他を原資とする。 

２．寄附金とは、寄附金及び寄附金から生ずる利息をいう。 

  



第２章 寄附の受領 

 

第７条（寄附先の指定） 

寄附者は当法人に対して、寄附先の活動分野、団体などについて要望することができる。 

 

2. 寄附者は、当法人に対し寄附、寄附先として第４条に定める各基金を指定して寄附をす

ることができる。 

寄附寄附 

３．寄附者が当法人に対して寄附先を指定しなかったときは、当該寄附金は一般助成型基金

である「市民活動支援基金」に寄附されたものとみなす。 

 

第８条（寄附金等の不返還） 

当法人は、寄附者に対し、寄附者が既に納入した寄附金その他の拠出金品を返還しない。 

 

第９条（寄附者の公表） 

当法人は、寄附者の氏名、寄附金額、団体名等の個別情報開示は行わない。ただし、寄附者

が同意したときは、この限りでない。 

 

  



第３章 基金の配分（助成） 

 

第１０条（配分団体の要件） 

第４条に定める各基金の配分を受けようとする団体または個人・グループ(以下「団体等」

とする)は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。 

（１）北海道内で活動していること。 

（２）過去及び現在の活動状況が明瞭であること。 

（３）非営利の活動をしていること。 

（４）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団若しくはその構成員（暴力団の構成団

体の構成員又はその構成員でなくなった日から５年を経過しない者を含む。）の統制の下に

ある団体等でないこと。 

（５）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号）

第５条及び第８条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制の下にある団体

等でないこと。 

（６）基金からの寄附及び活動に賛同し、当法人との協力関係が保持できること。 

（７）理事会で定めた規定に沿った申請をしていること。 

（８）その他理事会が適当でないと判断した団体等でないこと。 

 

第１１条（基金の配分方法） 

第４条に定める各基金を配分する団体及び金額等は、別途設置する選定委員会の審査を経

て、理事会で決定する。 

２．選定理由は各基金において別途定めた場合を除き非公開とする。 

３．選定委員会及び理事会は、第４条に定める各基金の配分を決定するにあたり、基金に対

する寄附者の意向を尊重するよう努める。ただし、寄附者の意向を尊重することが、寄附者

に特定の利益を与える等、法令、基金の趣旨等に反するおそれがあると認められるときは、

この限りでない。 

４．代表理事は、基金の配分を受けた団体等が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、理事会の決議を経て、当該決定を取消すことができる。 

（１）前条に規定する要件を喪失したとき。 

（２）偽りその他不正の手段により配分を受けたと判明したとき。 

（３）当法人の定款その他規約に反したとき。 

（４）その他理事会が特に必要であると認めたとき。 

 

第１２条（選定委員会） 



選定委員会は、第４条に定める各基金における助成先団体の選定と助成金額の設定等につ

いて審査する。 

２．選定委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。 

 

  



第４章 選定された団体等 

 

第１３条（報告の義務及び情報公開） 

＊第 12 条の審査により選定委員会が各基金について助成先として選定した被選定団体また

は個人・グループ(以下、「被選定団体等」とする)は当法人に対し、事業に関する事項につ

いて、当法人の求めに対し、又は定期に、報告しなければならない。 

２．被選定団体等は、広く市民に対して情報公開に努めなければならない。 

 

第１４条（組織基盤強化） 

被選定団体等は、当法人に対し、その希望に従い、組織基盤強化アドバイスを受けることが

できる。 

２ 前項の場合、当法人は、被選定団体等に対し、連携団体を通じて、助言等をすることが

できる。 

 

  



第５章 管理及び運営 

 

第１５条（基金の管理） 

代表理事は、理事会の議決に基づいて、基金を管理する。 

 

第１６条（会計及び決算） 

当法人は、基金の会計及び決算を当法人の定款に従って行うものとする。 

２．第４条に定める各基金の会計は、使途等が制約された寄附等として区分処理を行う。 

 

第１７条（事務の委託） 

 当法人は、基金の管理及び運営に関する事務を行う。ただし、当法人の判断により、当該

事務を連携団体に委託し、または連携して行うことができる。 

２．当法人は、基金の管理及び運営に必要な経費として、原則として寄附金の 10％を基金

の管理および運営に必要な経費として当該寄附金から充当する。ただし、当法人は理事会の

決議を経て、必要により、その充当額の割合を別途定めることができる。この場合、当該割

合の上限は、寄附金額の 25％とする。 

 

第６章 雑則 

 

第１８条（本規約の改廃） 

本規約の改廃は、理事会の承認を得なければならない。 

 

附則 

（経過措置） 

 残高がある現行の基金の取扱については、理事会で別途定める。 

（施行期日） 

この規約は、平成 29 年 4 月 29 日より施行する。 

この規約は、平成 30 年 12 月 21 日より施行する。 

この規約は、令和 4 年 9 月 12 日より施行する。 

 


